
町 田市立公園条例の一部 を改正す る条例

町 田市立公園条例 (昭和 45年 12月 町 田市条例第 38号 )の一部 を次の よ うに改

正す る。

第 8条の 2第 1項を次の よ うに改 める。

駐車場 を利用す る者 は、駐車場 の利用に係 る料金 (以下「駐車料金」とい う。)を 、

駐車場 か ら自動車 を退場 させ よ うとす るときに支払 わなければな らない。

別表第 1を 次のよ うに改 める。

別表第 1(第 7条関係 )

都市公 園名 有料公 園施設の名称

民権の森公園 町田ぼたん園

サン町田旭体育館

町 田市民球場

町 田中央公園テニスコー ト

サン町田旭体育館駐車場

町 田中央公園駐車場

町 田中央公園

サ ン町田旭体育館会議室

町 田市立陸上競技場

野津 田球場

上 の原 グラ ウン ド

野津 田公園テニス コー ト

町 田市立陸上競技場会議室

野津 田公園

町 田市立陸上競技場 トレーニング室

小野路球場

小野路 グラウン ド

小野路公園

小野路公園会議室



相原中央グラウン ド

相原 中央テニスコー ト

相原 中央公因

鶴川球場鶴川 中央公園

鶴川 申央公園テニス コー ト

鶴川 1号緑地 鶴 )|1第 2テ ニスコー ト

鶴 問公 園 鶴間公園テニスコー ト

日向 山公 園 藤の台球場

忠生公 園 忠生公園 ノフ トボール場

木 曽山崎公 園 木曽山崎 グラウ ン ド

別表第 2の 2の表 を次の よ うに改める。

2 駐車場

別表第 4の 2の表 を次の よ うに改める。

2 駐車場

有料公 園施設 の名称 利用時間

サン町田旭体育館駐車場 午前 6時 30分 か ら午後 9時 30分 まで

町 田中央公 園駐車場 年前 6時 30分 か ら年後 9時 30分 まで

有料公 園施設 の名称 駐車料金

サ ン町 田旭体育館駐車場

町 田中央公 園駐車場

次の各号に掲 げる駐車場 の利用時間に応 じ、それぞ

れ 当該各号に定める金額

(1)30分 まで 無料

(2)30分 を超 え 2時間まで  100円

(3)2時 間 を超 え 9時間まで 前号に掲げる金額

に、 2時間を超 える部分について 30分 までご

と1こ 50円 を加 えた金額

(4)9時 間を超 える場合  800円



備考 運動施設 を利用 しない場合 にお ける駐車料金は、次の各号に掲 げる駐車場の

利用時間に応 じ、それぞれ 当該各号に定める金額 とす る。

(1)1時 間 30分 まで 無料

(2)1時 間 30分 を超 え 2時間まで  50円

(3)2時 間を超 え 2時間 30分 まで  150円

(4)2時 間 30分 を超 え 9時間まで 前号に掲げる金額 に、 2時間 30分 を超 え

る部分について 30分 まで ごとに 50円 を加 えた金額

(5)9時 間を超 える場合  800円

附 則

この条例 は、公布 の 日か ら起算 して 4月 を超 えない範囲内において町田市規則で定

める 日か ら施行す る。



(提案理由説明)

本案は、町田市立公園条例の一部を改正する条例 (平成 25年 10月 町田市

条例第 29号)により、平日に限り無料化 し、日曜日、土曜日及び国民の祝 日

に関する法律に規定する休 日等が有料のまま残つた公園駐車場について、全 日

を無料とするものである。



_部分は改正部分

町田市立公園条例新旧対照表

改正後 改正前

(駐車料金 )

第 8条の 2 駐車場を利用する者は、駐車場の

利用に係る料金 (以 下「駐車料金」とい う。)

を、駐車場から自動車を退場させようとする

ときに支払わなければならない。

2～ 4 略

(駐車料金 )

第 8条の 2 駐車場を利用する者 (久の各号に

掲げる駐車場の区分に応 じ、それぞれ当該各

号に定める日に当該駐車場を利用する場合

に限 る∩ ) は、駐車場の利用に係る料金 (以

下「駐車料金」という。)を、駐車場から自

動車を退場させようとするときに支払わな

ければならない。

(1)サ ンロT田古日 及び田下田中

央公園駐車場 全 日

f 2 )前 号 に掲 げ る駐 車場 以 駐車場

日曜 日、 日及び国民の祝 日に関する法

荏旨 (臣g不日2 3 178号 )に規 さす

る休 日乾び に市 が別に惹める日

2～ 4 略



_部分は改正部分

町田市立公園条例新旧対照表(改正後)

別表第 1(第 7条関係)

都市公園名 有料公園施設の名称

民権の森公園 町田ばたん園

サン町田旭体育館

町田市民球場

町田中央公園テニスコー ト

サン町田旭体育館駐車場

町田中央公園駐車場

町田中央公園

サン町田旭体育館会議室

町田市立陸上競技場

野津田球場

上の原 グラウン ド

野津田公園テニスコー ト

町田市立陸上競技場会議室

野津田公園

町田市立陸上競技場 トレーニング室

小野路球場

小野路グラウン ド

小野路公国会議室

小野路公園

相原中央グラタン ド

相原中央テニスコー ト

相原 中央公園

鶴川球場鶴川中央公園

鶴川中央公園テニスコー ト

鶴川 1号緑地 鶴川第2テニスコー ト

鶴間公園テニスコー ト鶴間公園

日向山公園 藤の台球場

忠生公園ノフ トボール場忠生公園

木曽山崎公園 木曽山崎グラタン ド



_部分は改正部分
町田市立公園条例新旧対照表(改正前)

別表第 1(第 7条関係)

都市公園名 有料公園施設の名称

民権の森公園 町田ばたん園

サン町田旭体育館

町田市民球場

町 田中央公園テニスコー ト

サン町田旭体育館駐車場

町田中央公園駐車場

町田中央公園

サン町田旭体育館会議室

町田市立陸上競技場

野津 田球場

上の原グラウンド

野津田公園テニスコー ト

野津 田公園駐車場

町田市立陸上競技場会議室

野津 田公園

町田市立陸上競技場 トレーニング室

小野路球場

小野路グラウン ド

小野路公園駐車場

小野路公園

小野路公国会議室

相原中央 グラウン ド

相原中央テニスコー ト

相原 中央公園

相原中央公園駐車場

鶴川球場鶴川中央公園

鶴川 中央公園テニスコー ト

鶴川 1号緑地 鶴川第2テニスコー ト

鶴間公園テニスコー ト鶴間公園

鶴間公園駐車場

藤の台球場日向山公園

日向山公園駐車場

忠生公園 ノフ トボール場忠生公園

忠生公園駐車場

木曽山崎公園 木曽山崎グラウン ド

薬師池公園 薬師池公園駐車場

芹 ヶ谷公園 芹 ヶ谷公園駐車場



_部分は改正部分

町田市立公園条例新旧封照表(改正後)

別表第 2(第 7条関係)

と 略

2 駐車場

3,4 略

有料公園施設の名称 利用時間

サン町田旭体育館駐車場 午前6時30分から午後9時30分まで

午前6時30分から午後9時30分まで町田中央公園駐車場



_部分は改正部分

町田市立公園条例新旧対照表(改正前)

別表第 2(第 7条関係 )

1略
2 駐車場

3・ 4 略

有料公園施設の名称 利用時間

サン町田旭体育館駐車場 午前6時30分から午後9時30分まで

町 田中央公園駐車場 午前6時30分から午後9時30分まで

野津 田公園駐車場

小野路公園駐車場

相原中央公園駐車場 午前6時30分迎Jら 午後9時30分まで

鶴間公園駐車場 午前8時30分から午後7時30分まで

日向山公園駐車場 7

忠生公園駐車場 か

薬師池公園駐車湯 午前6時から午後7時まで

芹ヶ谷公園駐車場 午前6時から年後7時まで



_部分は改正部分

町田市立公園条例新旧対照表(改正後)

別表第 4(第 8条、第 8条の 2、 第 21条関係 )

1略
2 駐車場

備考 運動施設を利用 しない場合における駐車料金は、次の各号に掲げる駐車場の利用時間に応 じ、それ

ぞれ董該各号に定める金額 とする。

(1)1時間 30分まで 無料

(2)1時間 30分を超え 2時間まで 50円
(3)2時間を超え 2時間 30分まで 150円、

(4)2時間 30分を超え 9時間まで 前号に掲げる金額に、2時間 30分 を超える部分について 30分まで

ごとに 50円 を加えた金額

(5)9時間を超える場合 800円
3～5 略

有料公園施設の名称 駐車料金

サン町田旭体育館駐車場

町田中央公園駐車場

次の各号に掲げる駐車場の利用時間に応 じ、それぞれ当該各号に定める金

額

(1)30分まで 無料

(2)30分 を超え2時間まで 100円

(3)2時間を超え9時間まで 前号に掲げる金額に、2時間を超える部分に

ついて30分までごとに50円 を加えた金額

(4)9時間を超える場合 800円



町田市立公園条例新旧対照表(改正前)

別表第 4(第 8条、第 8条の 2、 第 21条関係)

1 略

2 駐車場

備 考

_部分は改正部分

50円

150円

前号 に掲 げ る金額 に、2時間 30分を超 える部分につ いて 30分ま

1 運動施設が設置 されている公園であつて運動施設 を利用 しない場合又は運動施設が設置 され てい な
い公園の場合における駐車料金は、次の各号に掲げる駐車場の利用時間に応 じ、それぞれ 当該各号に
定める金額 とす る。

(1)1時間 30分まで 無料

(2)1時間 30分を超え 2時間まで

(3)2時間を超え 2時間 30分まで

(4)2時間 30分を超 え 9時間まで

で ごとに 50円 を加 えた金額

(5)9時間を超 える場合 800円
2 無 料 内 に駐立場 か ら し、 かつ 、 再 庁 当 に 同一 の 自 車 を駐 車 した場会

有料公園施設の名称 駐車料金

サン町田旭体育館駐車場

町 田中央公園駐車場

野津 田公園駐車場

小野路公園駐車場

相原 中央公園駐車場

鶴間公園駐車場

日向山公園駐車場

忠生公園駐車場

薬師池公園駐車場

芹ヶ谷公 園駐車場

次の各号に掲げる駐車場の利用時間に応 じ、それぞれ当該各号に定める金
額

(1)30分 まで 無料

(2)30分 を超え2時間 まで 100円

(3)2時間を超 え9時間まで 前号に掲げる金額に、2時間を超 える部分に
ついて30分まで ごとに50円 を加 えた金額

(4)9時間を超 える場合 800円

い て 、

当 した時刻 (以 下 「 初退場時刻 |と い )か ら当該再店 した時刻 (以 下 「再入場時
い が 15 んヽ で の

て 鮮 童 歩 I 辛、たヽ の ,お み ナlゝ 十 た 1ン _当 該 辟 が サ ン 田下田布巳依 童 場 形 rド田下田シて し 井公 園辟
車場である については、 この I艮 りでない。

3～ 5 略




